
別紙 15 

○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算

定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等

に関する届出等における留意点について（平成１２年３月８日老企第４１号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知） 

傍線の部分は改正部分 
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⑦ 「中重度者ケア体制加算」については、大臣基準告示第 15 号
に該当する場合に、「あり」と記載させること。 

⑧ 「生活機能向上連携加算」については、大臣基準告示第 15 号
の２に該当する場合に、「あり」と記載させること。 

⑨ 「個別機能訓練体制（Ⅰ）」については、大臣基準告示第 16
号イに該当する場合に、「あり」と記載させること。 

⑩ 「個別機能訓練体制（Ⅱ）」については、大臣基準告示第 16
号ロに該当する場合に、「あり」と記載させること。 

⑪ 「ADL 維持等加算」については、大臣基準告示第 16 の２号イ
に該当する場合に、「あり」と記載させること。また、（別紙
19）「ADL 維持等加算に係る届出書」を添付させること。 
なお、「ADL 維持等加算〔申出〕の有無」については、平成

31 年度以降に、指定居宅サービス介護給付費単位数表注 11 に
規定する加算について、通所介護事業所が算定の評価対象とな
るための申出を行う場合には「あり」と記載させること。 

⑫ 「認知症加算」については、大臣基準告示第 17 号に該当する
場合に、「あり」と記載させること。 

⑬ 「若年性認知症利用者受入加算」については、大臣基準告示
第 18 号に該当する場合に、「あり」と記載させること。 

⑭ 「栄養改善体制」については、居宅サービス単位数表注 10 に
該当する場合に「あり」と記載させること。 

⑮ 「口腔機能向上体制」については、居宅サービス単位数表注
11 に該当する場合に「あり」と記載させること。 
なお、職員の欠員とは、指定通所介護の単位ごとの１月当た

り職員数が当該基準に満たない場合をいう。 
⑯ 「サービス提供体制強化加算」については、（別紙 12―５）

「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させるこ
と。 

⑰ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様である
ので、２⑧を準用されたい。 

11 に該当する場合に「あり」と記載させること。 
⑨ 「職員の欠員による減算の状況」については、指定居宅サー

ビス基準第 93 条に定める基準を満たさなくなった場合は、欠員
該当職種を記載させること。 
なお、職員の欠員とは、指定通所介護の単位ごとの１月当た

り職員数が当該基準に満たない場合をいう。 
⑩ 「若年性認知症利用者受入加算」については、大臣基準告示

第 18 号に該当する場合に、「あり」と記載させること。 
⑪ 「サービス提供体制強化加算」については、（別紙 12―５）

「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させるこ
と。 

⑫ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様である
ので、２⑦を準用されたい。 

８ 通所リハビリテーション ７ 通所リハビリテーション 
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① 「施設等の区分」については、病院または診療所である指定
通所リハビリテーション事業所であって施設基準第６号イに規
定する事業所の場合は「通常規模の事業所（病院・診療所）」、
同号ロに規定する事業所の場合は「大規模の事業所(Ⅰ)（病院
・診療所）」、同号ハに規定する事業所の場合は「大規模の事
業所(Ⅱ)（病院・診療所）」と、介護老人保健施設である指定
通所リハビリテーション事業所であって同号イに規定する事業
所の場合は「通常規模の事業所（介護老人保健施設）」、同号
ロに規定する事業所の場合は「大規模の事業所(Ⅰ)（介護老人
保健施設）」、同号ハに規定する事業所の場合は「大規模の事
業所(Ⅱ)（介護老人保健施設）」と、介護医療院である指定通
所リハビリテーション事業所であって同号イに規定する事業所
の場合は「通常規模の事業所（介護医療院）」、同号ロに規定
する事業所の場合は「大規模の事業所(Ⅰ)（介護医療院）」、
同号ハに規定する事業所の場合は「大規模の事業所(Ⅱ)（介護
医療院）」と、それぞれ記載させること。 

② 「職員の欠員による減算の状況」については、指定居宅サー
ビス基準第 111 条に規定する員数を配置していない場合に、そ
の該当する職種を記載させること。 

③ 「時間延長サービス体制」については、通所介護と同様であ
るので、７③を準用されたい。 

④ 「リハビリテーション提供体制加算」については、居宅サー
ビス単位数表注４に該当する場合に「あり」と記載させること。 

⑤ 「入浴介助体制」については、通所介護と同様であるので、
７⑥を準用されたい。 

⑥ 「リハビリテーションマネジメント加算」については、訪問
リハビリテーションと同様であるので、５⑤を準用されたい。 

⑦ 「短期集中個別リハビリテーション実施加算」については、
居宅サービス単位数表注８に該当する場合に「あり」と記載さ
せること。 

⑧ 「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」については、

① 「施設等の区分」については、病院または診療所である指定
通所リハビリテーション事業所であって施設基準第６号イに規
定する事業所の場合は「通常規模の事業所（病院・診療所）」、
同号ロに規定する事業所の場合は「大規模の事業所(Ⅰ)（病院
・診療所）」、同号ハに規定する事業所の場合は「大規模の事
業所(Ⅱ)（病院・診療所）」と、介護老人保健施設である指定
通所リハビリテーション事業所であって同号イに規定する事業
所の場合は「通常規模の事業所（介護老人保健施設）」、同号
ロに規定する事業所の場合は「大規模の事業所(Ⅰ)（介護老人
保健施設）」、同号ハに規定する事業所の場合は「大規模の事
業所(Ⅱ)（介護老人保健施設）」と、それぞれ記載させること。 

② 「時間延長サービス体制」については、通所介護と同様であ
るので、６②を準用されたい。 

③ 「入浴介助体制」については、通所介護と同様であるので、
６⑥を準用されたい。 

④ 「栄養改善体制」については、居宅サービス単位数表注 12 に
該当する場合に「あり」と記載させること。 

⑤ 「口腔機能向上体制」については、居宅サービス単位数表注
13 に該当する場合に「あり」と記載させること。 

⑥ 「職員の欠員による減算の状況」については、指定居宅サー
ビス基準第 111 条に規定する員数を配置していない場合に、そ
の該当する職種を記載させること。 
なお、職員の欠員とは、指定通所リハビリテーションの単位

ごとの１月当たり職員数が当該基準に満たない場合をいう。 
⑦ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同

様であるので、６⑩を準用されたい。 
⑧ 「サービス提供体制強化加算」については、（別紙 12―５）

「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させるこ
と。 

⑨ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様である
ので、２⑦を準用されたい。 
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居宅サービス単位数表注９に該当する場合に「あり」と記載さ
せること。なお、「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」を限定しない場合は、
「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」の全てを記載させること。 

⑨ 「生活行為向上リハビリテーション実施加算」については、
居宅サービス単位数表注 10 に該当する場合に「あり」と記載さ
せること。 

⑩ 「若年性認知症利用者受入加算」については、通所介護と同
様であるので、７⑬を準用されたい。 

⑪ 「栄養改善体制」については、居宅サービス単位数表注 13 に
該当する場合に「あり」と記載させること。 

⑫ 「口腔機能向上体制」については、居宅サービス単位数表注
15 に該当する場合に「あり」と記載させること。 

⑬ 「中重度者ケア体制加算」については、居宅サービス単位数
表注 18 に該当する場合に「あり」と記載させること。 

⑭ 「社会参加支援加算」については、居宅サービス単位数表ニ
に該当する場合に「あり」と記載させること。また、（別紙 18）
「社会参加支援加算に係る届出」を添付させること。 

⑮ 「サービス提供体制強化加算」については、（別紙 12―５）
「サービス提供体制強化加算に関する届出書」を添付させるこ
と。 

⑯ 「介護職員処遇改善加算」については訪問介護と同様である
ので、２⑧を準用されたい。 

⑩ 「リハビリテーションマネジメント加算」については、訪問
リハビリテーションと同様であるので、５④を準用されたい。 

⑪ 「短期集中個別リハビリテーション実施加算」については、
居宅サービス単位数表注７に該当する場合に「あり」と記載さ
せること。 

⑫ 「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」については、
居宅サービス単位数表注８に該当する場合に「あり」と記載さ
せること。なお、「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」を限定しない場合は、
「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」の全てを記載させること。 

⑬ 「生活行為向上リハビリテーション実施加算」については、
居宅サービス単位数表注９に該当する場合に「あり」と記載さ
せること。 

⑭ 「中重度者ケア体制加算」については、居宅サービス単位数
表注 16 に該当する場合に「あり」と記載させること。 

⑮ 「社会参加支援加算」については、居宅サービス単位数表ニ
に該当する場合に「あり」と記載させること。また、（別紙 18）
「社会参加支援加算に係る届出」を添付させること。 

９ 福祉用具貸与 
① 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、

２⑥を準用されたい。 
② 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域

に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、２⑦
を準用されたい。 
また、「規模に関する状況」については、施設基準第 25 号に

該当する場合に、「該当」と記載させること。 

８ 福祉用具貸与 
① 「特別地域加算」については、訪問介護と同様であるので、

２②を準用されたい。 
② 「中山間地域等における小規模事業所加算」における「地域

に関する状況」については、訪問介護と同様であるので、２⑥
を準用されたい。 

また、「規模に関する状況」については、施設基準第 25 号
に該当する場合に、「該当」と記載させること。 

10 短期入所生活介護 ９ 短期入所生活介護 


